
別紙様式第一号（第四十五条及び第六十条関係）（平22内府令55・令元内府令2・令元内府令14・令2内府令75・一部改正） （日本産業規格A4） 対象議決権保有届出書 年月日 財務（支）局長殿 商号、名称又は氏名イ 本店所在地、住所又は居所イ 届出義務発生日年月日ロ 第1提出者が対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社に関する事項 株式会社金融商品取引所又 は金融商品取引所持株 会社の商号 本店の所在地 第2提出者に関する事項 1提出者（対象議決権保有者）ハ ※1個人2法人 （ふりがな） 商号、名称又は氏名 （ふりがな） 〒 本店所在地、住所又は居所 生年月日年月日（ふりがな） 勤務先名称 個人 職業勤務先住所 設立年月日年月日（ふりがな）代表者役職 法人 代表者名 事業内容 事務上の連絡先 及び担当者名 電話番号 2保有目的ニ 3対象議決権保有割合 対象議決権保有 年月日 者になった日 保有議決権数個（総株主の議決権に対する割合％） 4対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約ホ 第3共同保有者に関する事項 1共同保有者ヘ ※1個人2法人 （ふりがな） 商号、名称又は氏名 （ふりがな） 本店所在地、住所又は居所 〒 生年月日年月日（ふりがな） 勤務先名称 個人 職業勤務先住所 設立年月日年月日（ふりがな）代表者役職 法人 代表者名 事業内容 事務上の連絡先 及び担当者名 電話番号 2対象議決権保有割合 保有議決権数個（総株主の議決権に対する割合％） 第4提出者及び共同保有者に関する総括表 1提出者及び共同保有者ト 12141 22242 32343 42444 52545 62646 72747 82848 92949 103050 113151 123252 133353 143454 153555 163656 173757 183858 193959 204060 2上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合チ 保有議決権数個（総株主の議決権に対する割合％） （注意事項） 1一般的事項 イこの様式において「議決権」とは、法第29条の4第2項に規定する議決権をいう。 ロ記載事項のうち「第2提出者に関する事項」には、提出者の議決権の保有状況について記載し、「第3共同保有者に関する事項」には、共同保有者がいる場合のみ、共同保有者1人につき1枚ずつ、各共同保有者の議決権の保有状況について記載し、「第4提出者及び共同保有者に関する総括表」には、共同保有者がいる場合にのみ、提出者及び共同保有者の議決権の保有状況を一括して記載すること。共同保有者がいない場合には、この様式のうち「第3共同保有者に関する事項」及び「第4提出者及び共同保有者に関する総括表」に係る部分は提出することを要しない。 ハ対象議決権保有届出書（以下この様式において「届出書」という。）の提出者が、共同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保有者全員の届出書を一つにまとめて提出する場合には、当該提出者及び当該共同保有者のそれぞれの議決権の保有状況について、別々に「第2提出者に関する事項」に記載するとともに、これらの議決権の保有状況を一括して「第4提出者及び共同保有者に関する総括表」に記載すること。この場合には、この様式のうち「第3共同保有者に関する事項」に係る部分は提出することを要しない。 ニ※のある欄は、該当する番号を〇で囲むこと。 ホ氏を改めた者においては、旧氏及び名を氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することができる。 2個別事項 イ商号、名称又は氏名及び本店所在地、住所又は居所 届出書の提出者本人（代理人が提出する場合には当該代理人）の商号、名称又は氏名及び本店所在地、住所又は居所を記入すること。なお、代理人が提出する場合には、届出書の提出を委任した者が、当該代理人に、届出書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書1通につき1通ずつ添付すること。 届出書の提出者が、共同保有者全員の委任を受けて当該提出者及び当該共同保有者全員の報告書を一つにまとめて提出する場合には、委任を受けた者が、その商号、名称又は氏名及び本店所在地、住所又は居所を届出書に記入すること。なお、当該共同保有者が、当該提出者に届出書の提出に関する一切の行為につき、当該共同保有者を代理する権限を付与したことを証する書面を届出書1通につき1通ずつ添付すること。 「商号、名称又は氏名」欄については、法人の場合には、法人の商号又は名称及び代表者の役職氏名を記入すること。 ロ届出義務発生日 対象議決権保有者となった日を記載すること。 ハ提出者（対象議決権保有者） 「1個人2法人」欄は、該当する番号を〇で囲むこと。民法上の組合その他の法人格を有さない組合又は社団等の場合には、当該組合又は社団等を保有者として提出せず、議決権を所有し、又は法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当する業務執行組合員等を保有者として提出すること。また、この場合、その旨を届出書の「4対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約」欄に記載すること。 提出者が個人の場合は「個人」欄に、法人の場合は「法人」欄に必要事項をそれぞれ記載すること。 「設立年月日」欄には、法人設立の登記年月日を記載すること。 「事業内容」欄には、届出書の提出義務が生じた日現在の当該法人の定款等に記載された主要な目的を記載すること。 ニ保有目的 「純投資」、「政策投資」、「経営参加」、「支配権の取得」等の目的及びその内容について、できる限り具体的に記載すること。 ホ対象議決権を有する株券等に関する担保契約等重要な契約 保有株券等に関する担保契約、売戻し契約、売り予約、その他の重要な契約又は取決めがある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている議決権の数量等、当該契約又は取決めの内容を記載すること。株券等を法人格のない組合、社団等の業務執行組合員等として保有している場合、共有している場合等には、その旨記載すること。 ヘ共同保有者 共同保有者がいる場合に、提出者が了知している範囲で、ハに準じて記載すること。 ト提出者及び共同保有者 共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の商号、名称又は氏名のみを記載すること。 チ上記提出者及び共同保有者の対象議決権保有割合 共同保有者がいる場合に、提出者及び共同保有者の保有議決権数を合計して記載すること。 











 


